
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材素管をスピニング加工することによって、触媒担体が収容される本体部と、本体部か
ら連続して端部に向かって暫時小径とされるコーン部と、エキゾーストパイプが接続され
るコーン部の端部に連続する接続部とを一体に成形し、さらに、コーン部から接続部にか
けての肉厚を本体部から接続部に向かって漸増させるように形成する触媒コンバータ容器
の製造方法であって、
基材素管を軸回りに回転させながら、基材素管にコーン部と接続部とを形成するように成
形ローラを移動させ と共に、

基材素管を軸方向
に規制または押圧することを特徴とする触媒コンバータ容器の製造方法。
【請求項２】
基材素管をスピニング加工して、触媒担体を収容する本体部と、本体部から連続して端部
に向かって暫時小径となるコーン部と、エキゾーストパイプを接続するためのコーン部の
端部に連続する接続部とを一体に成形し、さらに、コーン部から接続部にかけての肉厚が
本体部から接続部に向かって漸増するように形成する触媒コンバータ容器の製造装置であ
って、
基材素管を把持して軸回りに回転させる回転駆動手段と、基材素管にコーン部と接続部と
を形成すべく成形ローラを移動させ る成形ローラ移動手段と、

基材素管を軸方向に規制または
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て基材素管を縮径する 基材素管の端面以上の大きさを有する
押圧手段により、スピニング加工開始時から、その縮径の度合に応じて

て基材素管を縮径させ 基材
素管の端面以上の大きさを有しており縮径の度合に応じて



押圧する押圧手段と、を備えたことを特徴とする触媒コンバータ容器の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、触媒コンバータ容器の製造方法およびその製造装置に関し、より詳しくは、基
材素管をスピニング加工して本体部とコーン部と接続部とを有し、さらにコーン部から接
続部にかけての肉厚が本体部から接続部に向かって漸増するように形成するための触媒コ
ンバータ容器の製造方法およびその製造装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
周知のように、自動車のエンジンから排出された排気ガスを処理するために、触媒コンバ
ータが用いられている。触媒コンバータの一般的な容器Ｒは、図３に示すように、触媒担
体Ｓを収容する比較的大径の本体ｒ１と、エキゾーストパイプＥに接続される比較的小径
の接続部ｒ３を有しており、本体ｒ１から接続部ｒ３に向かって暫時小径となるテーパ状
のコーンｒ２とにより構成されている。このような触媒コンバータ容器Ｒは、一般に、本
体ｒ１とほぼ同じ径の基材素管をスピニング加工することによって成形されたコーンｒ２
を、触媒担体Ｓが収容された円筒状の本体ｒ１の両端にそれぞれ接合して構成されている
。
【０００３】
ところで、触媒コンバータ容器Ｒのコーンｒ２の接続部ｒ３とエキゾーストパイプＥとは
、一般に図４に示すように、ＭＩＧ溶接等により接続される。図４に示された符号Ｂは、
ＭＩＧ溶接によるビードである。このコーンｒ２の接続部ｒ３とエキゾーストパイプＥと
の間の接続部分は、特に、エンジンの始動時において急激に加熱されると共に振動を受け
る等、過酷な条件の下に置かれている。したがって、この接続部分が疲労することによっ
て脆弱となり穴が開いたり亀裂が生じると、排気ガスが漏出して触媒コンバータの浄化処
理効率が悪化する。そのため、コーンｒ２の接続部ｒ３に充分な強度を付与する必要があ
る。そこで、図５に示すように、コーンｒ２の接続部ｒ３に補強部材Ｑを設けて肉厚を増
加させて剛性を高めることが従来から行われていた。
【０００４】
一方、特開昭５７－４８３３９号公報に開示されているように、触媒コンバータのシェル
に大径部を溶接されると共に小径部にパイプおよびフランジを溶接されるコーンにおいて
、該コーンが肉厚一定の基材素管から加工されて成形されており、而して上記大径部が基
材素管の肉厚より薄くなく、一方小径部が該基材素管の肉厚より厚く加工成形されている
ことを特徴とする触媒コンバータ容器用コーンが知られている。すなわち、この触媒コン
バータ容器用コーンは、図６に示すように、テーパ面（本発明におけるコーン部に相当す
る）から小径部（接続部）にかけて肉厚が漸増するように形成されたもので、触媒担体を
収容したシェル（本体部）の両端に突き合わせ溶接される。
【０００５】
また、この特開昭５７－４８３３９号公報には、触媒コンバータ容器用コーンの製造方法
として、板厚一定の基材素管をスピニング成形し触媒コンバータ容器用コーンを製造する
方法において、テーパ面を介して小径円周部と大径円周部を有する回転成形型に該基材素
管を嵌挿した後該回転成形型と共に回転させると共に該基材素管外周面に成形ローラを添
接し上記テーパ面から小径円周部にかけて押圧転動させスピニング縮管成形後端部を切断
することが開示されている。この製造方法では、回転成形型と相似のテンプレートに対し
てスタイラスピンを倣い動作させ、その倣い検知信号を油圧制御装置に入力してＸ、Ｙ変
換出力信号によりクロスフィード装置を制御してスピニングローラを回転成形型に沿って
移動させ、回転成形型とスピニングローラとの間で基材素管を挟圧して、上述したように
テーパ面から小径部にかけて肉厚が漸増するように形成されたコーンを成形する。そして
、この製造方法で用いられるスピニング縮管装置では、回転成形型を基材素管に対して前
進・退行させるために、油圧シリンダが設けられている。
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【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特開昭５７－４８３３９号公報に開示された触媒コンバータ容器用コ
ーンの製造方法にあっては、基材素管内に回転成形型が配置されており触媒担体を挿入す
ることができないため、触媒担体を収容したシェルをコーンと連続して成形した一体型の
触媒コンバータ容器を製造することができないという問題があった。そして、製造された
コーンを後加工で触媒担体を収容したシェルの両端に突き合わせ溶接しなければならず、
工程数が多くなり製造コストがかかるという問題もあった。さらに、コーンとシェルとの
突き合わせ溶接された接合部は、上述したように過酷な条件の下では疲労し易く脆弱とな
る傾向があるという問題があった。
【０００７】
また、上記特開昭５７－４８３３９号公報に開示された製造方法で用いられるスピニング
縮管装置にあっては、回転成形型や回転成形型を基材素管に対して前進・退行させるため
の油圧シリンダ、あるいは回転成形型に沿ってスピニングローラを倣い移動させるための
テンプレートやスタイラスピン等を必要とし、その構造および制御が複雑であるという問
題があった。さらに、このスピニング縮管装置にあっては、回転成形型に基材素管を嵌挿
セットし、成形用スピニングローラを押圧転動させる様にしてテーパ面から小径部にかけ
て自動的に肉厚漸増を企るものであるために、かかる部分を所望の設定された肉厚で漸増
するように形成することが困難であるという問題もあった。
【０００８】
本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、コーン部から接続部にかけての肉厚が本体
部から接続部に向かって所望するように確実且つ容易に漸増させるよう成形することがで
き、しかも、接続部に向かって肉厚が漸増するように形成されたコーン部と触媒担体を収
容した本体部とを連続して成形した一体型の触媒コンバータ容器を容易に製造することが
でき、もって製造工程数を低減して製造コストの引き下げを図ることができる触媒コンバ
ータ容器の製造方法を提供することを目的とする。
また、本発明は、簡単な構造で、コーン部から接続部に向かって所望する肉厚で容易に漸
増形成することができる触媒コンバータ容器の製造装置を提供することを目的とする
【０００９】
【課題を解決するための手段】
請求項１の触媒コンバータ容器の製造方法に係る発明は、上記課題を解決するため、基材
素管をスピニング加工することによって、触媒担体が収容される本体部と、本体部から連
続して端部に向かって暫時小径とされるコーン部と、エキゾーストパイプが接続されるコ
ーン部の端部に連続する接続部とを一体に成形し、さらに、コーン部から接続部にかけて
の肉厚を本体部から接続部に向かって漸増させるように形成する触媒コンバータ容器の製
造方法であって、基材素管を軸回りに回転させながら、基材素管にコーン部と接続部とを
形成するように成形ローラを移動させ と共に、

基材素管を軸方向に規制または押圧することを特徴とするものである。
【００１０】
請求項２の触媒コンバータ容器の製造装置に係る発明は、上記課題を解決するため、基材
素管をスピニング加工して、触媒担体を収容する本体部と、本体部から連続して端部に向
かって暫時小径となるコーン部と、エキゾーストパイプを接続するためのコーン部の端部
に連続する接続部とを一体に成形し、さらに、コーン部から接続部にかけての肉厚が本体
部から接続部に向かって漸増するように形成する触媒コンバータ容器の製造装置であって
、基材素管を把持して軸回りに回転させる回転駆動手段と、基材素管にコーン部と接続部
とを形成すべく成形ローラを移動させ る成形ローラ移動手段と、

基材素管を軸方向に規制また
は押圧する押圧手段と、を備えたことを特徴とするものである。
【００１１】
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て基材素管を縮径する 基材素管の端面以上
の大きさを有する押圧手段により、スピニング加工開始時から、その縮径の度合に応じて

て基材素管を縮径させ 基
材素管の端面以上の大きさを有しており縮径の度合に応じて



請求項１の触媒コンバータ容器の製造方法に係る発明では、触媒担体を収容する本体部と
ほぼ同じ径を有する基材素管を軸回りに回転させながら、成形ローラを繰り返し移動させ
て基材素管にコーン部および接続部を連続して一体に成形する。このとき、縮径に伴って
軸方向に伸長する傾向にある基材素管を所定の力で軸方向に規制または押圧する。基材素
管のスピニング加工により縮径された部分は、軸方向に伸長するのに抗して規制または押
圧されることにより、その肉厚が厚くなる。そして、成形ローラの繰り返し移動による縮
径の度合いに応じて基材素管を所定の力で軸方向に規制または押圧することにより、基材
素管の縮径されたテーパ部から接続部にかけての部分は所望する肉厚に成形されることと
なる。
【００１２】
請求項２の触媒コンバータ容器の製造装置に係る発明では、触媒担体を収容する本体部と
ほぼ同じ径を有する基材素管を回転駆動手段が把持して軸回りに回転させ、成形ローラ移
動手段が成形ローラを繰り返し移動させてコーン部および接続部を連続して一体に成形す
る。このとき、縮径に伴って軸方向に伸長する傾向にある基材素管を押圧手段によって所
定の力で軸方向に規制または押圧する。基材素管のスピニング加工により縮径された部分
を、軸方向に伸長するのに抗して規制または押圧することにより、その肉厚が厚くなる。
そして、成形ローラの繰り返し移動による縮径の度合いに応じて基材素管を所定の力で軸
方向に規制または押圧することにより、基材素管の縮径されたテーパ部から接続部にかけ
ての部分は所望する肉厚に成形される。
【００１３】
【発明の実施の形態】
最初に、本発明の触媒コンバータ容器の製造装置の実施の一形態を、図１および図２に基
づいて詳細に説明する。なお、図において同一符号は同一部分または相当部分とする。
【００１４】
本発明の触媒コンバータ容器の製造装置は、概略、基材素管Ｐをスピニング加工して、触
媒担体Ｓを収容する本体部Ｐ１と、本体部Ｐ１から連続して端部に向かって暫時小径とな
るコーン部Ｐ２と、エキゾーストパイプＥを接続するためのコーン部Ｐ２の端部に連続す
る接続部Ｐ３とを一体に成形し、さらに、コーン部Ｐ２から接続部Ｐ３にかけての肉厚が
本体部Ｐ１から接続部Ｐ３に向かって漸増するように形成する触媒コンバータ容器の製造
装置であって、基材素管Ｐを把持してその軸Ｃ－Ｃ回りに回転させる回転駆動手段１と、
基材素管Ｐにコーン部Ｐ２と接続部Ｐ３とを形成すべく成形ローラ２を移動させる成形ロ
ーラ移動手段（後述する）と、基材素管Ｐを軸Ｃ－Ｃ方向に規制または押圧する押圧手段
３と、を備えている。
【００１５】
基材素管Ｐは、成形される触媒コンバータ容器の本体部Ｐ１とほぼ同じ径に設定されたも
ので、触媒コンバータ容器に適した材質からなり、スピニング加工により触媒コンバータ
容器を成形することができるものであれば、溶接管およびシームレス管のいずれでも用い
ることができる。
【００１６】
回転駆動手段１は、スピンドル１０に設けられた基材素管Ｐを把持するためのチャック等
の把持機構１１と、スピンドル１０を回転駆動するためのモータ（図示を省略した）とを
備えてなるもので、基材素管Ｐを把持してその軸Ｃ－Ｃ回りに回転させる。
【００１７】
成形ローラ移動手段は、数値制御可能なサーボ機構（図示を省略した）からなるもので、
基材素管Ｐを所望の形状に形成すべく、設定入力されたデータに基づいて成形ローラ２と
基材素管Ｐとを相対的に軸Ｃ－Ｃ方向および径Ｄ方向に移動させる。なお、この実施の形
態では、図１および２に示すように、軸Ｃ－Ｃ回りに回転する基材素管Ｐに対して成形ロ
ーラ２を移動させるよう構成されている。
【００１８】
押圧手段３は、この実施の形態の場合、基材素管Ｐの端面と相対的に近接・遠退可能に設
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けられ、回転駆動手段１のスピンドル１０の回転軸Ｃ－Ｃ線上に位置して基材素管Ｐの回
転と同期回転または従動回転するように回転可能に支持された盤状部材３１を備えたもの
である。なお、この実施の形態では、盤状部材３１が基材素管Ｐの端面に対して軸Ｃ－Ｃ
方向に移動するよう構成されている。そして、この実施の形態では、基材素管Ｐを軸Ｃ－
Ｃ方向に移動させることがないように、回転駆動手段１の把持機構１１には、基材素管Ｐ
の盤状部材３１と対向される端面とは反対側の端面が当接される底部１１ａが形成されて
いる。また、押圧手段３は、この実施の形態においては、基材素管Ｐの端面に対して盤状
部材３１が軸Ｃ－Ｃ方向に移動するよう構成した場合によって説明するが、本発明はこれ
に限定されることなく、基材素管Ｐを把持した把持機構１１を押圧手段３に対して軸Ｃ－
Ｃ方向に移動させるよう構成することもできる。また、押圧手段３は、基材素管Ｐの回転
と同期回転または従動回転するように回転可能に支持されて基材素管Ｐを軸方向に規制ま
たは押圧することができるものであれば、盤状部材３１に限定されることなく、回転駆動
手段１の把持機構１１と同様の構成とすることもできる。
【００１９】
次に、本発明の触媒コンバータ容器の製造方法の実施の一形態を、上述したように構成さ
れた製造装置を用いた場合によって詳細に説明する。なお、図において同一符号は同一部
分または相当部分とする。
本発明の触媒コンバータ容器の製造方法は、概略、基材素管Ｐをスピニング加工すること
によって、触媒担体Ｓが収容される本体部Ｐ１と、本体部Ｐ１から連続して端部に向かっ
て暫時小径とされるコーン部Ｐ２と、エキゾーストパイプＥが接続されるコーン部Ｐ２の
端部に連続する接続部Ｐ３とを一体に成形し、さらに、コーン部Ｐ２から接続部Ｐ３にか
けての肉厚を本体部Ｐ１から接続部Ｐ３に向かって漸増させるように形成する触媒コンバ
ータ容器の製造方法であって、基材素管Ｐを軸回りに回転させながら、基材素管Ｐにコー
ン部Ｐ２と接続部Ｐ３とを形成するように成形ローラ２を移動させると共に、基材素管Ｐ
を軸方向に規制または押圧することを特徴とするものである。
【００２０】
最初に、回転駆動手段１の把持機構１１に基材素管Ｐを把持させることができるように、
成形ローラ２および盤状部材３１は退避した状態とされている。そして、回転駆動手段１
の把持機構１１に基材素管Ｐを挿入し、その挿入された端面を把持機構１１の底部１１ａ
に当接させた状態で、チャックの締め付け等によって相対回転不能に把持する。次いで、
回転駆動手段１の図示しないモータを回転させることによって基材素管Ｐを所定の回転速
度で軸回りに回転駆動させながら、基材素管Ｐにコーン部Ｐ２と接続部Ｐ３を連続して形
成するように、成形ローラ移動手段によって設定入力されたデータに基づいて数値制御し
、この実施の形態では成形ローラ２を基材素管Ｐに対して移動させて基材素管Ｐを縮径成
形する。この成形ローラ２の移動は、テーパ状に形成するコーン部Ｐ２の角度および小径
に形成される接続部Ｐ３の径の大きさに応じて、基材素管Ｐの軸に対して傾斜する方向お
よび平行方向に繰り返し、基材素管Ｐの周速と対応して所定の送り速度で送られる。なお
、基材素管Ｐを縮径成形する箇所は、図１に示すように、基材素管Ｐの盤状部材３１側に
位置する端部に形成することができ、また、図２に示すように、基材素管Ｐのほぼ中央に
、接続部Ｐ３をはさんでコーン部Ｐ２が対称となるように形成することができる。
【００２１】
基材素管Ｐは、縮径成形されることに伴って軸方向に伸長する傾向がある。しかしながら
、本発明では、基材素管Ｐを縮径成形する際に、押圧手段３の盤状部材３１によって、基
材素管Ｐが伸張してその端面が軸方向に移動するのを規制し、または、軸Ｃ－Ｃ方向の伸
長力に抗して基材素管Ｐの端面を押圧する。そのため、基材素管Ｐは、本体部Ｐ１の肉厚
が維持され、テーパ状に形成されるコーン部Ｐ２から比較的小径に形成される接続部Ｐ３
にかけての肉厚が、成形ローラ２による縮径形成と盤状部材３１による規制または押圧と
の度合いに応じて、本体部Ｐ１から接続部Ｐ３に向かって漸増することとなる。
【００２２】
なお、押圧手段３の盤状部材３１の軸Ｃ－Ｃ方向の位置は、コーン部Ｐ２から接続部Ｐ３
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にかけて形成する肉厚に応じて、スピニング加工開始時から基材素管Ｐの端面に当接させ
、あるいは、スピニング加工により基材素管Ｐの端面が軸方向に伸長したときに当接する
ように、スピニング加工開始時には離間させておくことができる。そして、スピニング加
工をしているときに、基材素管Ｐの端面と当接している盤状部材３１の軸Ｃ－Ｃ方向の位
置を、基材素管Ｐの端面の軸方向の伸長力に抗して、その位置にとどめて維持するように
規制し、または、盤状部材３１を把持機構１１側に向かって前進移動させて謂わば積極的
に押圧し、あるいは、基材素管Ｐの端面の伸長による軸方向の移動速度よりも遅い速度で
、盤状部材３１を把持機構１１から離間させるように後退移動させて謂わば消極的に押圧
することもできる。
【００２３】
このようにして、コーン部Ｐ２および接続部Ｐ３は、成形ローラ２による縮径量と、盤状
部材３１による軸Ｃ－Ｃ方向の規制または押圧との度合いによって、その肉厚を所望する
ように調整することができる。
【００２４】
その後、回転駆動手段１の図示しないモータを回転させた状態で接続部Ｐ３の所望する箇
所にカッタ（図示は省略する）を当接することにより、接続部Ｐ３が軸方向において設定
された長さとなるように、基材素管Ｐの端部を縮径成形した場合にあっては図１に破線で
示したように切断し、また、基材素管Ｐのほぼ中央を縮径成形した場合にあっては図２に
破線で示したように切断する。
【００２５】
続いて、図１に示したように、基材素管の一方端を縮径成形した場合にあっては、回転駆
動手段による回転を停止させて把持機構から基材素管を一旦取り出し、コーン部および接
続部が形成されていない方の端部を上述した工程を同様に行って縮径成形することにより
、所定の形状にコーン部および接続部を形成する。なお、触媒担体Ｓは、最初に基材素管
Ｐの本体部Ｐ１となる部分に収容しておき、その後上述した工程を繰り返すことにより、
触媒担体Ｓが収容された本体部Ｐ１の両端にコーン部Ｐ２と接続部Ｐ３を縮径成形するこ
とができる。また、最初に上述した工程により本体部Ｐ１の一方端にコーン部Ｐ２と接続
部Ｐ３を縮径成形した後に、コーン部Ｐ２と接続部Ｐ３が成形されていない他方端から触
媒担体Ｓを挿入し、この他方端にコーン部Ｐ２と接続部Ｐ３を縮径成形することもできる
。
【００２６】
一方、図２に示したように、基材素管Ｐのほぼ中央を縮径成形した場合にあっては、最初
に触媒担体Ｓを最初に基材素管Ｐの本体部Ｐ１となる両端近くの部分にそれぞれ収容して
おき、その後、上述した工程を行うことによって触媒担体Ｓが収容された基材素管Ｐのほ
ぼ中央にコーン部Ｐ２と接続部Ｐ３を対称に縮径成形し、この基材素管の接続部Ｐ３のほ
ぼ中央を切断し、回転駆動手段１による回転を停止させて把持機構１１から基材素管Ｐを
一旦取り出し、図１に示した場合と同様に、切断された基材素管Ｐの縮径成形されていな
い他方端にそれぞれコーン部Ｐ２と接続部Ｐ３を成形することができる。また、最初に上
述した工程を行うことによって基材素管Ｐのほぼ中央にコーン部Ｐ２と接続部Ｐ３を対称
に縮径成形し、この基材素管Ｐの接続部Ｐ３のほぼ中央を切断し、回転駆動手段１による
回転を停止させて把持機構１１から基材素管Ｐを一旦取り出し、その後、切断された基材
素管Ｐの縮径成形されていない他方端から触媒担体Ｓをそれぞれ挿入し、各基材素管Ｐの
他方端にコーン部Ｐ２と接続部Ｐ３をそれぞれ縮径成形することもできる。さらには、上
述した工程を行い基材素管Ｐのほぼ中央のコーン部Ｐ２，Ｐ２の間に位置する接続部Ｐ３
のほぼ中央を切断し、その後、単一の触媒担体Ｓに対して切断された基材素管Ｐの縮径成
形されていない他方端を互いに挿入し、例えばＴＩＧ溶接等によって切断された両基材素
管Ｐの他方端を互いに接合することもできる。この場合にあっては、従来の技術のように
本体ｒ１の両端にコーンｒ２を接合する必要はなく（図３を参照）、１か所の接合で済む
こととなる。
【００２７】
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【発明の効果】
請求項１の発明によれば、基材素管を軸回りに回転させながら、基材素管が所望の形状と
なるように成形ローラを移動させると共に、基材素管を軸方向に規制または押圧すること
により、コーン部の肉厚を接続部に向かって所望するように確実且つ容易に漸増させるよ
う成形することができ、しかも、接続部に向かって肉厚が漸増するように形成されたコー
ン部と触媒担体を収容した本体部とを連続して成形した一体型の触媒コンバータ容器を容
易に製造することができ、もって製造工程数を低減して製造コストの引き下げを図ること
ができる触媒コンバータ容器の製造方法を提供することができる。
【００２８】
請求項２の発明によれば、基材素管を把持して軸回りに回転させる回転駆動手段と、基材
素管を所望の形状に形成すべく成形ローラを移動させる成形ローラ移動手段と、基材素管
を軸方向に規制または押圧する押圧手段と、を備えたことにより、簡単な構造で、コーン
部から接続部に向かって所望する肉厚で容易に漸増形成することができる触媒コンバータ
容器の製造装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の触媒コンバータ容器の製造装置の実施の一形態を示す説明図である。
【図２】本発明の触媒コンバータ容器の製造装置の実施の別の形態を示す説明図である。
【図３】従来の触媒コンバータ容器を示す斜視図である。
【図４】従来の触媒コンバータ容器のコーンにエキゾーストパイプを接続した状態を示す
断面図である。
【図５】エキゾーストパイプとの接続部の剛性を高めるために補強部材を設けて肉厚を増
加させた従来の触媒コンバータ容器を示す断面図である。
【図６】小径部に向かって肉厚を漸増する様に形成された従来のコーンを示す断面図であ
る。
【符合の説明】
１　　回転駆動手段
２　　成形ローラ
３　　押圧手段
Ｐ　　基材素管
Ｐ１　本体部
Ｐ２　コーン部
Ｐ３　接続部
Ｅ　　エキゾーストパイプ
Ｓ　　触媒担体
Ｃ　　回転軸線
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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